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そうだったんだ労働法（10） 

 

テーマ：同一労働・同一賃金法について 

 

Q1. 同一労働・同一賃金法とは何ですか？ 

A1. 同一労働・同一賃金法は、同じ仕事をする労働者には同じ賃金を支払うこ

とを求める法律です。具体的には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や

派遣労働者も、同じ業務を行う場合には同等の賃金や待遇を受けられるように

することを目的としています。この法律は、労働者の待遇差を是正し、公平な

労働環境を確保するために制定されました。 

Q2. この法律の対象者は誰ですか？ 

A2. この法律の対象者には、以下のような労働者が含まれます。 

• パートタイム労働者：短時間労働者とも呼ばれ、正社員よりも短い時間

働く労働者です。例えば、週に数日だけ働くアルバイトや契約社員など

が該当します。 

• 派遣労働者：派遣会社から派遣されて、別の企業で働く労働者です。派

遣労働者は派遣元と派遣先の二重の雇用関係にあり、賃金や待遇の均

等・均衡が特に問題となることが多いです。 

Q3. この法律の具体的な内容は何ですか？ 

A3. 同一労働・同一賃金法には以下のような内容があります。 

1. 基本給の均等・均衡待遇：同じ仕事をする場合、基本給や賞与などの賃

金も同等であるべきです。 

2. 手当の均等・均衡待遇：通勤手当や家族手当などの手当も、同じ仕事を

する労働者には同じように支払われます。 

3. 福利厚生の均等・均衡待遇：食堂、休憩室、更衣室などの福利厚生施設

も同じように利用できるようにします。 

4. 教育訓練の均等・均衡待遇：スキルアップのための研修や教育も、同等

に受けられるようにします。 

Q4. 同一労働・同一賃金法が問題となる場合はどのような場合ですか？ 

A4. 以下のような場合に問題となることがあります。 

• 同じ仕事内容で賃金が異なる場合：例えば、同じ業務内容なのに正社員

とパートタイム労働者の基本給が大きく異なる場合です。これは、明確

な理由なしに差がある場合、問題となります。 

• 手当や福利厚生が異なる場合：正社員には通勤手当が支給されているの

に、パートタイム労働者には支給されていない場合などです。例えば、
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同じ距離を通勤しているのに、正社員だけが通勤手当を受け取る場合は

問題となります。 

• ボーナスや昇給が異なる場合：例えば、正社員には年末ボーナスや定期

的な昇給があるのに対し、パートタイム労働者にはこれが適用されない

場合も問題です。職務の内容や成果に基づく公正な評価が求められま

す。 

• 教育訓練の機会が異なる場合：正社員には研修の機会があるのに、パー

トタイム労働者にはない場合です。例えば、職務に必要なスキルを学ぶ

ための研修に、パートタイム労働者が参加できない場合は問題となりま

す。 

Q5. 逆に問題とならない場合はどのような場合ですか？ 

A5. 以下のような場合は問題とならないことがあります。 

• 仕事内容や責任が異なる場合：例えば、正社員が管理職としての責任を

持っているのに対し、パートタイム労働者はそのような責任を持たない

場合です。この場合、賃金や待遇に差があっても問題とはなりません。 

• 労働時間や勤務条件が異なる場合：例えば、正社員はフルタイムで働く

のに対し、パートタイム労働者は短時間労働である場合です。労働時間

が異なる場合には、賃金や手当に差があることは自然なことです。 

• 職務内容が専門的で異なる場合：例えば、正社員が高度な専門知識を必

要とする業務を行っているのに対し、パートタイム労働者は単純作業を

行っている場合などです。このような場合、職務内容に基づく差異は許

容されます。 

Q6. この法律に違反した場合、どうなりますか？ 

A6. この法律に違反した場合、企業は労働者からの苦情を受け、労働基準監督

署からの指導や是正勧告を受けることがあります。また、場合によっては労働

者が裁判を起こし、企業に対して賠償を求めることもあります。具体的には、

労働者が不当な待遇を受けた場合、労働基準監督署に相談し、企業に是正を求

めることができます。企業がこれに応じない場合、労働者は法的手段を取るこ

とができます。 

まとめ 

同一労働・同一賃金法は、すべての労働者が公平な待遇を受けることを目指し

た法律です。特にパートタイム労働者や派遣労働者が正社員と同等の賃金や待

遇を受けられるようにすることが求められています。この法律の理解と遵守

は、すべての労働者にとって重要であり、企業にとっても健全な労働環境の構

築に寄与します。 

 


